
令和８年度むつ市木造住宅耐震改修支援事業費補助金交付要綱 

 

令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日 

むつ市告示第１６４号 

 

　（趣旨） 

第１条　市は、市内の木造住宅の耐震化率を引き上げ、地震に対する安全性の向上

をより一層促進するため、一戸建ての木造住宅の所有者等が行う耐震改修工事又

は建替工事（除却工事を含む。）（以下「補助事業」という。）に要する経費に

ついて、令和８年度予算の範囲内において、むつ市木造住宅耐震改修支援事業費

補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、

社会資本整備総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日付け国官会第２３１７

号国土交通事務次官通知）、令和８年度青森県住宅耐震改修促進支援事業費補助

金交付要綱及びむつ市補助金等に関する規則（昭和６１年むつ市規則第１６号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

　（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

　⑴　耐震診断　住宅の地震に対する安全性を評価すること（青森県木造住宅耐震

診断シート等によるもの）をいう。 

　⑵　耐震改修　耐震診断により上部構造評点のうち最小の値が１．０未満と判定

された住宅について、当該評点が１．０以上となるように行う補強等（２０１

５年改訂青森県木造住宅耐震補強シート等によるもの）をいう。 

　⑶　簡易耐震診断　次のア又はイのいずれかに該当する方法により住宅の地震に

対する安全性を評価することをいう。 

　　ア　「誰でもできるわが家の耐震診断」（国土交通省監修、一般財団法人日本

建築防災協会編集）によるもの 

　　イ　「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」（令和６

年１月３０日付け国住市第４０号国土交通省住宅局市街地建築課長通知別

添）によるもの 

　⑷　耐震技術者　青森県が作成する青森県木造住宅耐震診断員名簿に記載された

者をいう。 



　⑸　建築士　建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１項に規定する者

をいう。 

　⑹　耐震改修計画　第２号に規定する補強等を行う計画であって、耐震技術者の

設計に係るものをいう。 

　⑺　耐震改修工事　第２号に規定する補強等を行う工事及び当該補強工事に伴い

影響する範囲の改修工事であって、耐震技術者の工事監理が行われるものをい

う。 

　⑻　建替工事　木造住宅を除却し、当該住宅が存する敷地を含む敷地に、建築士

の設計及び工事監理により新たな戸建住宅を新築する工事をいう。 

　⑼　除却工事　木造住宅を除却する工事をいう。 

　（補助対象住宅） 

第３条　補助金の交付の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、次

の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。 

　⑴　市内に存するものであること。 

　⑵　平成１２年５月３１日以前に建築（在来軸組構法にあっては、着工）をされ、

同日後増築若しくは改築（以下「増改築等」という。）が施されていないもの

又は増改築等を施した際に同日以前に建築された部分が既存不適格建築物の増

改築等に係る緩和措置を受けているものであること。 

　⑶　一戸建ての住宅（住宅以外の部分がある場合は、延べ面積の２分の１以上を

住宅の用に供し、かつ住宅以外の用に供する部分の床面積が５０平方メートル

以下であるものに限る。）であること。 

　⑷　地上階数が２以下のものであること。 

　⑸　在来軸組構法又は伝統的構法によって建築されていること。 

　⑹　耐震改修工事を行う場合にあっては、耐震診断の結果、上部構造評点のうち

最小の値が１．０未満と判定されたものであること。建替工事（除却工事を含

む。）を行う場合にあっては、簡易耐震診断の結果、前条第３号アに規定する

方法による評点７以下とされたもの又は同号イに規定する方法により倒壊の危

険性があると判断されたものであること 

　⑺　過去に市が実施する木造住宅耐震改修支援事業又は青森県住宅耐震リフォー

ム促進支援事業費補助金交付要綱若しくは青森県安全安心住宅リフォーム促進

支援事業費補助金交付要綱に基づく補助の対象となった耐震改修又は建替を受

けていないこと。 



　（補助対象者） 

第４条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号に掲げる要件の全てに該当する者とする。 

　⑴　補助対象住宅の所有者（共有している場合は、共有者から補助事業の実施に

ついて同意を得た者に限る。）であって、現に当該補助対象住宅に居住してい

るもの、又は補助事業の完了後に当該補助対象住宅に居住することを予定して

いるものであること。 

　⑵　市税等の滞納がないこと。 

　⑶　所有者及び居住者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第６項に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に

非難されるべき関係にある者でないこと。 

　（補助対象外工事） 

第５条　補助対象住宅について行う耐震改修工事又は建替工事（除却工事を含

む。）であっても、次の各号に掲げる工事である場合は補助金の交付の対象とし

ない。 

　⑴　補助金の交付決定前に着手した工事等 

　⑵　市、県又は国の他の制度に基づく補助金等の交付を受けた工事又は受ける予

定の工事 

　⑶　建替工事にあっては、建替後の住宅が、土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項に規

定する土砂災害特別警戒区域内に存することとなる工事 

　⑷　建替工事にあっては、建替後の住宅が、建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律（平成２７年法律第５３号）第２条第１項第３号に規定する建

築物エネルギー消費性能基準（以下「省エネ基準」という。）に適合しない工

事 

　（補助対象経費及び補助金の額） 

第６条　補助金の交付の対象となる経費（消費税及び地方消費税を除く。以下「補

助対象経費」という。）は、補助事業に要する工事費（建替工事（除却工事を含

む。）を行う場合にあっては、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編国費

の算定により算出した耐震改修に要する経費相当分に限る。）とする。 

２　補助金の額は、補助対象経費に１００分の２３を乗じて得た額（当該得た額に

１，０００円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額）又は



１，１７２，０００円のいずれか低い額以内の額とする。 

　（施工業者） 

第７条　施工業者は、第三者に対し、工事の全部の施工を委託し、又は請け負わせ

てはならない。 

２　施工業者は、適切かつ適法に工事を行わなければならない。 

　（交付申請） 

第８条　補助金の交付を申請しようとする者は、むつ市木造住宅耐震改修支援事業

費補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

　⑴　申請者の住所及び氏名等を確認できる書類（マイナンバーカード、運転免許

証、パスポート等の写し等） 

　⑵　補助対象住宅の所有者全員の同意書（様式第２号） 

　⑶　代理申請の場合にあっては、委任状（様式第３号） 

　⑷　各種公的支給や補助申請に関する申出書（様式第４号） 

　⑸　耐震診断結果報告書（青森県木造住宅耐震診断シート等によるもの）の写し

（建替工事を行う場合にあっては、簡易耐震診断結果が分かるものでも可とす

る。） 

　⑹　省エネ基準に適合することを確認できる書類（建替工事の場合に限る。） 

　⑺　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第６条第１

項又は第６条の２第１項の規定による確認済証の写し（建替工事であり、確認

申請の提出を要する場合に限る。） 

　⑻　補助対象住宅の所有者を確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書

類 

　　ア　固定資産税納税通知書の写し及び固定資産税課税明細書の写し 

　　イ　登記事項証明書（表題部、権利部が明示されているもので、発行から３か

月以内のもの）の写し 

　⑼　補助対象住宅の所有者及び居住者全員の市税等に関する証明願（様式第５

号） 

　⑽　工事見積書の写し（内訳明細がわかるものに限る。） 

　⑾　設計図書のうち案内図、配置図、平面図等工事概要がわかる図面 

　⑿　増改築等がなされた際に昭和５６年５月３１日以前に建築された部分が既存

不適格建築物の増改築等に係る緩和措置を受けていることが確認できるもの 



　⒀　その他市長が必要があると認める書類 

　（補助金の交付の決定） 

第９条　市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要

に応じて実地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定するものとし、補助金を

交付することを決定した場合にあってはむつ市木造住宅耐震改修支援事業費補助

金交付決定通知書（様式第６号）により、補助金を交付しないことを決定した場

合にあってはむつ市木造住宅耐震改修支援事業費補助金不交付決定通知書（様式

第７号）により、当該申請者に通知するものとする。 

　（補助金の交付の条件） 

第１０条　次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則

第５条の規定により付された条件となるものとする。 

　⑴　補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助対

象工事について法第６条第１項に規定する確認申請が必要な場合に取得した確

認済証の写しを提出すること。 

　⑵　補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止する場合は、当該理由が生じた

日から１５日以内にむつ市木造住宅耐震改修支援事業変更（中止・廃止）承認

申請書（様式第８号）を市長に提出してその承認を受けること。ただし、前条

に規定する補助金交付決定通知書に記載された金額を増額することはできない

ものとする。 

　⑶　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けること。 

　⑷　交付決定者は、補助事業で取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を

受けないで処分したことにより収入があった場合においては、その収入の全部

又は一部を納付すること。 

　⑸　補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明ら

かにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付の決定の日の属する

年度の翌年度の４月１日から起算して５年間保管しておくこと。 

２　前項第２号に規定による補助金の変更、中止又は廃止の承認を行った場合は、

むつ市木造住宅耐震改修支援事業変更（中止・廃止）承認通知書（様式第９号）

により当該交付決定者に通知するものとする。 

　（申請の取下げの期日） 

第１１条　規則の規定による申請の取下げをすることができる期日として市長が定



める日は、補助金の交付決定通知書の送付を受けた日の翌日から起算して１５日

を経過した日とする。 

　（状況報告） 

第１２条　交付決定者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、

速やかにむつ市木造住宅耐震改修支援事業状況報告書（様式第１０号）を市長に

提出しなければならない。 

　（完了確認） 

第１３条　交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、むつ市木造住宅耐震改

修支援事業工事完了報告書（様式第１１号）を市長に提出し、補助対象工事の写

真等による確認を受けるものとする。 

２　市長は、前項に規定する確認をした場合は、その結果をむつ市木造住宅耐震改

修支援事業工事完了確認通知書（様式第１２号）により、当該交付決定者に通知

するものとする。 

　（実績報告） 

第１４条　付決定者は、前条第２項のむつ市木造住宅耐震改修支援事業工事完了確

認通知書を受領したときは、むつ市木造住宅耐震改修支援事業完了実績報告書

（様式第１３号。以下「実績報告書」という。）に次に掲げる関係書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

　⑴　工事請負契約書の写し 

　⑵　工事代金領収書の写し又は請求書の写し 

　⑶　工事写真（耐震改修又は建替係る工事の部分又は部位ごとに着工前、施工中

及び完成の状況を撮影したもの）（既に市長に提出している場合を除く。） 

　⑷　耐震改修計画のとおりに耐震改修工事及び工事監理を行ったことを耐震技術

者が証した書類（耐震改修工事の場合に限る。） 

　⑸　補助対象工事後に取得した法第７条第５項又は法第７条の２第５項に規定す

る検査済証の写し（建替工事であり、確認申請の提出を要する場合に限る。） 

　⑹　工事監理報告書の写し（建替工事にあっては、省エネ基準に適合しているこ

とが確認できるもの） 

　⑺　補助金の交付決定額に変更が生じない範囲における軽微な変更が生じている

場合は、変更の内容が確認できる書類 

　⑻　その他市長が必要があると認める書類 

２　前項に規定する書類の提出期限は、事業の完了した日から起算して３０日を経



過した日又は令和９年１月２９日のいずれか早い日とする。 

　（補助金の額の確定） 

第１５条　市長は、前条第１項の実績報告書等の提出を受けたときは、当該実績報

告書等の書類の審査等により交付すべき補助金の額を確定し、むつ市木造住宅耐

震改修支援事業費補助金額確定通知書（様式第１４号）により当該交付決定者に

通知するものとする。 

２　市長は、前条第１項の規定による実績報告について、必要があると認めるとき

は、交付決定者、施工業者等に報告を求め、現場確認を行うことができる。 

３　市長は、第１項及び第２項の規定により補助対象工事の実績が補助金交付決定

の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、必要な措置を講ずる

よう交付決定者に指示することができる。 

　（補助金の請求等） 

第１６条　補助金の請求は、前条第１項の通知を受けた後において、むつ市木造住

宅耐震改修支援事業費補助金請求書（様式第１５号）を市長に提出して行うもの

とする。 

２　市長は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から３０

日以内に補助金を支払うものとする。 

３　補助金は、口座振替により交付する。 

　（補助金の交付の決定の取消し） 

第１７条　市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

補助金の交付の決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。 

　⑴　偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

　⑵　その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２　市長は、前項の規定による取消しをしたときは、むつ市木造住宅耐震改修支援

事業費補助金交付決定取消通知書（様式第１６号）により、その旨を交付決定者

に対し通知するものとする。 

３　前２項の規定は、第１５条第１項の規定により補助金の額が確定した後におい

ても適用するものとする。 

　（補助金の返還） 

第１８条　市長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合

において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、

期限を定めてむつ市木造住宅耐震改修支援事業費補助金返還命令書（様式第１７



号）により、その返還を命ずるものとする。 

２　交付決定者は、前項の返還を命ぜられたときは、むつ市木造住宅耐震改修支援

事業費補助金返還命令書に記載された期限内に当該補助金を返還するものとする。 

　（財産の処分の制限を受ける期間） 

第１９条　規則第２０条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、

補助事業等における残存物件の取扱いについて（昭和３４年３月１２日建設省発

第７４号建設事務次官通知）別表第２に準じるものとする。 

　（委任） 

第２０条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

　　　附　則 

　この要綱は、令和８年６月８日から施行する。 


